
山梨県立博物館総合（常駐・機械併用）警備業務等の
一般競争入札公告
次のとおり一般競争入札を行う。なお、この公告は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する協定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の摘要を受ける調達契約に係るものである。
令和８年２月５日

                                       　　山梨県立博物館　副館長　柳沢　章司
１　一般競争入札に付する事項
(1)　役務の名称及び数量
山梨県立博物館総合（常駐・機械併用）警備業務等　一式
(2)　役務の仕様等
入札説明書で定める内容等であること。
(3)　委託期間
令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
(4)　履行場所
山梨県立博物館（山梨県笛吹市御坂町成田１５０１番地１）
２　事務を担当する所属
山梨県立博物館
〒４０６－０８０１　山梨県笛吹市御坂町成田１５０１番地１
３　一般競争入札の参加資格

この公告で定める入札参加申請の提出期限の日から契約を締結する日までの期間（(３)、(４)及び(６)にあっては、それぞれ当該(３)、(４)及び(６)に定める期間）に、 次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。

なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った者は当該要件を満たすことを誓約したものとみなす。

(１)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当せず、かつ、同条第２項の規定による山梨県の入札参加の制限を受けていない者であること。

(２)　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。

(３)公告の日の６月前の日から契約を締結する日までの期間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。

(４)　公告の日の２年前の日から契約を締結する日までの期間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。

(５)　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされた者については、当該手続開始の決定の後に山梨県物品等入札参加資格に係る再認定取扱要領により入札参加資格の再認定を受けた者であること。

(６)　公告の日から契約を締結する日までの期間に山梨県請負業務委託契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと

(７)　山梨県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。

(８)　山梨県における物品等の競争入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、許可名簿（認定種目：役務）に登載されている者であること。
(９)　過去２年間で、元請(共同企業体の場合は、当該共同企業体の代表者に限る。) として国または地方公共団体、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人から発注された、博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二条に基づく、延べ床面積８，０００㎡以上の博物館の常駐警備（定められた時刻に常時警備員を配置し、巡回、立哨、動哨及び座哨により警備業務に当たること）及び機械警備（施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を基地局へ送信し、その受信により警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たること）を併用した警備業務を、２件以上受注した実績があること。
(10)　単独事業者であること。
４　入札手続等
(1)  契約条項を示す場所等
この公告の日の翌日から令和８年３月１８日までの日（山梨県立博物館設置及び管理条例（平成１７年山梨県条例第８号）に定める山梨県立博物館の休館日（以下「休館日」という。）を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、２に掲げる場所において一般の縦覧に供する。なお、（２）により入札説明書の交付を受けた者には同じものを交付する。
(2)　入札説明書の交付方法
この公告の日から令和８年３月２日までの日（休館日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、２に掲げる場所において直接又は電子メールにより交付する。電子メールによる交付を希望する場合は、必ず電話連絡をした上で、令和８年３月１日正午までに電子メールにて５の（６）④に掲げるメールアドレス宛に、入札説明書交付を希望する旨、連絡先（電話番号、ファックス番号）及び担当者名を送信すること。なお、交付は、電子メールへの返信により行われるので、受領したいメールアドレスから送信すること。
(4)　入札説明会の日時及び場所

①　日時　令和８年３月２日（月）午前１０時

②　場所　山梨県笛吹市御坂町成田１５０１番地１山梨県立博物館　

 (5)　一般競争入札の参加資格の確認
入札説明書で定めるところにより、一般競争入札の参加資格の確認を受けること。
(6)　入札及び開札の日時及び場所
①　開札日時　令和８年３月１８日（水）午前１１ 時
②　開札場所　山梨県笛吹市御坂町成田１５０１番地１　山梨県立博物館　
③　郵送による入札書の提出先及び期限　郵送による入札を希望する場合、②に掲げ
る場所に令和８年３月１６日（月）午後５時までに到着するよう送付すること。
(7)　入札の無効

次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

①　一般競争入札に参加する資格のない者が入札したとき。

②　この公告に係る一般競争入札に関して不正の行為があったとき。
③　山梨県財務規則(昭和３９年山梨県規則第１１号。以下「規則」という。)第１０８条の２の規定の適用のある場合を除き入札保証金が納付されていないとき。
④　入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によって必要事項を確認し難いとき。

⑤　①から④までに掲げるもののほか、この公告及び入札説明書に掲げる入札条件に違反したとき。
(8)  落札者の決定方法
規則第１２７条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
５　その他
(1)  入札保証金
入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札保証金を納めなければならない。ただし、規則第１０８条の２の規定に該当する者は、これを免除する。
(2)  契約保証金

契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納めなければならない。ただし、規則第１０９条の２の規定に該当する者は、これを免除する。
 (3)  契約書作成の要否　要

(4)  違約金の有無　有
(5)  前払金の有無　無
(6)  その他
①　落札者が契約締結までの間に、３に掲げた参加資格のうち一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
②　本契約は、「山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度において当該契約に係る歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除できるものとする。
③　詳細は、入札説明書による。
④　問い合わせ先　山梨県立博物館　総務課
電話　０５５－２６１－２６３１
電子メール　kenhaku@pref.yamanashi.lg.jp

